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会  議  録  （要旨） 

会 議 名 第１４回武蔵村山市まちづくり条例市民会議 

開 催 日 時 平成２２年２月２４日（水）午後７時～午後９時１０分 

開 催 場 所 中部地区会館４０１大集会室 

出 席 者 

及び欠席者 

（敬称略） 

出席者：（委員）伊澤秀夫、石塚典久、江渕由美子、加藤欽司、清沢葉子、

藤巻清美、松浦笑子、松下文代、見﨑洋一郎、村山英男、

森カスミ、山本成也 

（調整役）福田紀子 

欠席者：（委員）石塚一夫、内野和枝、内野均、加園光良、栗原秀夫、

大當耕一、堀井昭二郎 

議 題 １ 会議録の承認について 

２ 「提言書」の内容について 

３ 会議の日程について 

４ その他 

結 論 議題１について 

前回会議録については、「会議録（案）」のとおり承認する。 

議題２について 

意見を踏まえて「提言書」の案を修正し、次回改めて提示する。 

議題３について 

第１５回市民会議の日程については、平成２２年３月１０日（水）とす

る。 

議題４について 

条例案の内容を専門的に精査する「まちづくり条例策定委員会」が今後

発足するが、市民会議の委員数人を構成員とすることを考えているので、

関心がある場合は事務局まで連絡願う。 

審 議 経 過 

（○：委員

又は調整役

●：事務局） 

１ 会議録の承認について 

● 事務局から資料１４－１「会議録（案）」について説明 

―― 説明省略 ―― 

○（特に意見なし） 

 

２ 「提言書」の内容について 

● 前回の市民会議では、まちづくり条例に規定すべき主要項目として

位置付けている３つの項目のうち、市民会議における各種資料等で青

色に分類している「都市計画制度の補完・充実」、及び緑色に分類して

いる「開発事業に関する基準と手続」の分野に関し、必要と考える定

めについてのまとめとして提示した、「提言書」のイメージについて御

意見をいただいた。 

さらに、本市においてまちづくりを進める場面において、市・事業
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者・市民が念頭におき、尊重すべき考え方を定めるものとして、「まち

づくりの基本理念」について、グループごとに討議していただいた。

● 前回会議での御意見や討議内容を踏まえ、市民会議による検討の結

果として市長に提出する「提言書」の案として、資料１４－２のとお

り整理した。市民会議全体のまとめとしての「提言書」の内容につい

て、グループごとに討議していただきたい。 

● 事務局から資料１４－２について説明 

まちづくり条例に定めるべき「まちづくりの基本理念」は、都市計

画マスタープランの実現に向けた手立てのひとつとすることが、まち

づくり条例の大きな目的であるので、都市計画マスタープランに掲げ

る「まちづくりの目標」の内容をベースに、前回会議における意見を

盛り込む形で構成したものである。 

―― その他説明省略 ―― 

 

○ 「提言書」のタイトルについても、サブタイトルをつけることも含

めて考えていただきたい。また、市民的な言葉や考え方を盛り込んだ

りすることや、見せ方についてもアイデアをいただければと思う。 

 

―― グループ討議 ―― 

 

【Ａグループ】 

○ タイトルを「みんなでいいまちつくろうよ」と目を引くようなもの

にし、「『まちづくり条例』制定への提言」をサブタイトルにしてはど

うか。 

○ 「まちづくりの基本理念」について、④の「環境負荷」の「負荷」

を取った方がわかりやすいのではないか。 

○ ５ページに「支援のしくみの構築」という文言がいくつか出てくる

が、「構築」がないほうがわかりやすいのではないか。 

○ 「おわりに」については、「まちづくり条例の策定に際して望むこと」

の方がよい。 

○ 「はじめに」の５行目、「まちづくり条例市民会議は・・」の前に「わ

たしたち」を加え、字も大きくすることによって目を引くようにして

はどうか。 

 

【Ｂグループ】 

○ タイトルについては、「『まちづくり条例』策定に向けた市民からの

提言」とし、サブタイトルが複数あって、「よりよき我がまちをつくる

ために」、「輝く都市の実現のために」、「住みよい武蔵村山市の提言」

とする。 
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○ 「まちづくりの基本理念」については、具体的に様々な意見が出て

いるわりには薄まっているので、具体的に打ち出したい。特に、「バリ

アフリー、高齢者、障害者に配慮したまちづくり」と「農が見えるま

ちづくり」というのは項目の中に打ち出したい。 

○ 「市民」、「市」、「事業者」という言葉が出てくるが、三者の順番は、

「市民・市・事業者」に統一すべき。 

○ 「おわりに」は、「条例化に向けて」や「条例化にあたって」のよう

なタイトルの方がよい。 

 

【Ｃグループ】 

○ 「おわりに」の各項目の記述は、同じような内容の繰返しでくどい。

①は、後の文は省く。②は、後の３行だけでよい。③は、初めの文は

不要。まとめ的な感覚で字を大きくすると、書いてあることがすぐに

わかる。 

○ 「まちづくりの基本理念」の③の「活発化」はなじみにくく、「活性

化」が適当である。 

○ ３ページ冒頭の「目指すまちの実現に向けた」はくどいので、省い

てもいいのではないか。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

● 「まちづくりの基本理念」における「農」に関する部分については、

「地域産業」の中に「商・工・農」すべてを含んだ意図があるが、「農」

を強調してピックアップする必要があるという御意見であれば、どこ

かに盛り込まなければならないと考える。「農」については、緑の方に

もからんでくるという部分もあるので、特別にという考えもあるかも

しれない。市民会議の意見としてまとめていただきたい。 

○ 「地域産業」に「農」が入るのはわかるが、「農業」というよりは「農

地の活用」という意図があり、特筆できないか。それから、高齢者・

障害者に配慮したまちづくりを進めていきたいという意味で、その言

葉を入れて文章上で強く打ち出せないか。 

○ 「農」を入れるとすれば④であろう。「バリアフリー」は①しか考え

られない。 

● 市民会議全体としての意見として検討させていただき、次回、修正

した「提言書」で示したい。「バリアフリー」については、①にすんな

り入れられると思う。①から④がそのまま条文になるわけではなく、

反映のされ方は様々考えられるので、提言として文言は明記しておけ

ると思う。 

● 「市民」、「市」、「事業者」の並び順については、「市民・市・事業者」

に統一させていただく。 
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○ 「おわりに」については、文章をシンプルにして字を大きくし、わ

かりやすくするという方向でよいか。見出しも、“これから”という感

じがするようなものに書き換えるということでよろしいか。 

○ 「おわりに」は、「条例化に向けて望むこと」とする。 

○ タイトルについては、４つの案が出ているがいかがか。 

○ 市報に載るのであれば、「みんなでいいまちつくろうよ」と市民が見

て、読んでみようと思うタイトルがよいと思ったが、載らないのであ

ればこだわらない。 

● ホームページには掲載するが、市報に全文が載ることはない。 

○ メインタイトルを「『まちづくり条例』策定に向けた市民からの提言」

とし、「みんなでいいまちをつくるために」というサブタイトルをつけ

て、市民的な言葉に言い換えることとする。 

○ その他の細かい文言に関してはいかがか。 

● 細かい文言については、意見のとおり修正したい。 

● 「おわりに」の本文の修正は、若干枕ことばがつくかもしれないの

で了解願いたい。 

 

３ 会議の日程について 

● 事前に日程について照会させていただいた結果を踏まえ、次回は、

平成２２年３月１０日（水）午後７時から開催させていただく。 

○ 次回は最終回となる予定であるので、欠席されるかたには申し訳な

いが、何か御意見等あればその間に御連絡いただきたい。 

 

４ その他 

● この「まちづくり条例市民会議」は、「提言書」をまとめた上、次回

で終了の予定である。その後、条文案作成ののち、外部の有識者を含

めた委員会である「まちづくり条例策定委員会」を設置し、条文案の

一条一条について専門的な知見に基づく意見をいただく予定となって

いる。 

その「まちづくり条例策定委員会」には、市民会議の委員数名のか

たを構成員に含めることを考えており、かなり専門的な内容となるが、

関心のある委員のかたは事務局まで御連絡いただきたい。 

なお、開催の時期については、現段階の想定では、平成２２年の夏

から秋にかけて月２回程度集中的に開催できればと考えている。また、

委員謝礼については、市民会議と同額を考えている。 

○ 専門的な話を受け止めて、市民会議で話し合った内容を条例の中に

つなぐ重要な役割であるので、よろしくお願いしたい。 

● さらに、「提言書」がまとまったのちは、数名の委員のかたに御都合

をつけていただき、市長へ提出することを考えている。後日、日程調



 - 5 -

整をさせていただきたい。 

 

以上 
 

会議の公開 

・非公開の

別 

☑公  開                     傍聴者：０人 

□一部公開 

□非 公 開 

※一部公開又は非公開とした理由 

（                              ）
 

会議録の開

示・非開示

の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                    ）

□非 開 示（根拠法令等：                    ）
 

庶務担当課 都市整備部都市計画課（内線２７４） 

 


